
〔商品概要説明書：変動金利定期預金（単利型）〕 

  1/2 

変動金利定期預金＜単利型＞ 
（平成２０年４月１１日現在適用中） 

１．商品名 変動金利定期預金＜単利型＞ 

２．対象となる方 制限ありません。 

３．期間 ・２年、３年 

・預入時のお申し出により自動継続（利息受取型のみ）のお取扱いができま

す。 

４．預入方法 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

（３）預入単位 

 

・一括してお預入れいただきます。 

・１円（総合口座の場合は１万円）以上 

・１円単位 

５．払戻方法 ・満期日以後に一括してお支払いします。 

・非継続型は、満期日に元利金を指定預金口座にご入金します。 

・総合口座に預入された非継続型は、満期日に元利金を総合口座普通預金に

ご入金します。 

６．利息 

（１）適用利率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）利払頻度 

 

 

 

 

 

（３）計算方法 

 

・預入後６か月間は預入時の店頭表示の利率を適用し、預入日から６か月ご

とに当行が預入の際に提示する大口定期預金、スーパー定期の６か月もの

を指標とした利率設定方法により適用利率を変更します。 

＜金利の設定方法＞ 

金額階層 ２年もの ３年もの 

 

３００万円未満 

スーパー定期 

６か月ものレート 

＋上乗せ金利（α） 

スーパー定期 

６か月ものレート 

＋上乗せ金利（β） 

３００万円以上 

１，０００万円未満

スーパー定期３００ 

６か月ものレート 

＋上乗せ金利（α） 

スーパー定期３００ 

６か月ものレート 

＋上乗せ金利（β） 

 

１，０００万円以上

大口定期預金 

６か月ものレート 

＋上乗せ金利（α） 

大口定期預金 

６か月ものレート 

＋上乗せ金利（β） 

※①上乗せ金利（α、β）は預入期間中は一定であり、６か月ごとの金利

変動時に変更することはありません。 

  ②自動継続後の上乗せ金利（α、β）は、継続時点での金利となるため、

継続前の上乗せ金利（α、β）と異なる場合があります。 

・中間利払日（預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の６か 

月ごと応当日）以後および満期日以後に分割してお支払いします。 

なお、中間利払日にお支払いする利息は、預入日または前回の中間利払日

からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率（約定利率〔利

率を変更した時は変更後の利率〕×１００％、小数点第４位以下切捨て）

により計算します。 

・付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算（円未満切捨て）に
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（４）課税 

 

 （５）利率情報の 

    入手方法 

より算出します。 

・個人のお客様・・・２０％の分離課税 

・法人のお客様・・・総合課税（非課税法人の場合は非課税） 

・窓口にお問い合わせください。 

７．手数料 不要です。 

８．付加できる特約 

  事項 

・個人のお客様は総合口座の担保とすることができます。 

（貸越利率は担保定期預金の約定利率に年０．５０％を上乗せした利率） 

・個人のお客様はマル優（少額貯蓄非課税制度）がご利用いただけます。 

９．中途解約時の 

取扱い 

満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および

以下の預入期間に応じた中途解約利率（小数点第４位以下切捨て）により

計算した利息、ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約

日の前日までの日数および以下の預入期間に応じた中途解約利率（小数点

第４位以下切捨て）により計算した利息の合計額とともにお支払いします。

中途解約利率 
中途解約までの期間

２年もの ３年もの 

６か月未満 解約日の普通預金利率 解約日の普通預金利率 

６か月以上１年未満 約定利率×５０％ 約定利率×４０％ 

１年以上１年半未満 約定利率×７０％ 約定利率×５０％ 

１年半以上２年未満 約定利率×７０％ 約定利率×６０％ 

２年以上２年半未満  約定利率×７０％ 

２年半以上３年未満  約定利率×９０％ 

※上記利率により算出した支払利息額と既支払利息額との差額を清算し

ます。 

よって、中間利息支払済の定期預金を中途解約する場合、中間払利息

の合計額が中途解約利率により計算した利息額を上回ることがありま

す。 

こうした場合には、中途解約利率により計算した利息額以上に支払わ

れた金額について、中途解約時にお返しする定期預金元金から精算さ

せていただきます（中途解約時にお返しする定期預金元金が、預入時

の定期預金元本を下回る場合があります）ので、あらかじめご了承く

ださい。 

10．その他参考と 

なる事項 

・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により

計算します。 

・預金保険制度の対象預金であり、１金融機関につき預金者１人あたり、決

済用預金以外の対象預金を合算して、元本１，０００万円までとその利息

等が保護されます。 
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変動金利定期預金＜複利型＞ 
（平成１９年７月１７日現在適用中） 

１．商品名 変動金利定期預金＜複利型＞ 

２．対象となる方 個人のお客様に限定させていただきます。 

３．期間 ・３年 

・預入時のお申し出により自動継続（利息受取型または元金成長型）のお取

扱いができます。 

４．預入方法 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

（３）預入単位 

 

・一括してお預入れいただきます。 

・１円（総合口座の場合は１万円）以上 

・１円単位 

５．払戻方法 ・満期日以後に一括してお支払いします。 

・非継続型は、満期日に元利金を指定預金口座にご入金します。 

・総合口座に預入された非継続型は、満期日に元利金を総合口座普通預金に

ご入金します。 

６．利息 

（１）適用利率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）利払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）課税 

 （５）利率情報の 

    入手方法 

 

・預入後６か月間は預入時の店頭表示の利率を適用し、預入日から６か月ご

とに当行が預入の際に提示する大口定期預金、スーパー定期の６か月もの

を指標とした利率設定方法により適用利率を変更します。 

＜金利の設定方法＞ 

金額階層 ３年もの 

３００万円未満 スーパー定期 

６か月ものレート＋上乗せ金利（β） 

３００万円以上１，０００万円未満 スーパー定期３００ 

６か月ものレート＋上乗せ金利（β） 

１，０００万円以上 大口定期預金 

６か月ものレート＋上乗せ金利（β） 

※①上乗せ金利（β）は預入期間中は一定であり、６か月ごとの金利変動

時に変更することはありません。 

  ②自動継続後の上乗せ金利（β）は、継続時点での金利となるため、継

続前の上乗せ金利（β）と異なる場合があります。 

・満期日以降に一括してお支払いします。 

・付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算（円未満切捨て）で、

６か月ごとの複利計算により算出します。 

・２０％の分離課税 

・窓口にお問い合わせください。 

７．手数料 不要です。 

８．付加できる特約 

  事項 

・総合口座の担保とすることができます。 

（貸越利率は担保定期預金の約定利率に年０．５０％を上乗せした利率） 
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・マル優（少額貯蓄非課税制度）がご利用いただけます。 

９．中途解約時の 

取扱い 

満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第４位以下切捨

て）により計算した利息の合計額とともにお支払いします。 

中途解約までの期間 中途解約利率 

６か月未満 解約日の普通預金利率 

６か月以上１年未満 約定利率×４０％ 

１年以上１年半未満 約定利率×５０％ 

１年半以上２年未満 約定利率×６０％ 

２年以上２年半未満 約定利率×７０％ 

２年半以上３年未満 約定利率×９０％  

10．その他参考と 

なる事項 

・満期日以降の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により

計算します。 

・預金保険制度の対象預金であり、１金融機関につき預金者１人あたり、決

済用預金以外の対象預金を合算して、元本１，０００万円までとその利息

等が保護されます。 

 


